
区　　分

住民税非課税世帯

３ 割

負担割合

１ 割

現役並み所得者

一　　般

区分2
（※１）

６７万円

自己負担額の
合計の基準額

区分1
（※２）

５６万円

３１万円

１９万円

医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。

同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計

が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。

なお、手続きには市町村窓口への申請が必要となります。

■高額介護合算療養費について

※１　世帯全員が住民税非課税である方

※２　世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受給額が　

80万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

○後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合は、対象となりません。

○支給額が500円以下の場合は、支給されません。

◆自己負担限度額表　【１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月31日】

申請される方は、保健福祉課 後期高齢者医療担当までお申し出ください。

■年に１度健診を受けましょう！
健診の目的は、すでに病気になっている人を見つけることだけではありません。肥満や高血圧、

脂質異常、高血糖などの生活習慣病のリスクを見つけ、より早く生活習慣の改善を行うことで、生

活習慣病の発症や悪化を予防します。

◆集団健診日程は

○健診日程：平成26年２月13日（木）～14日（金） 午前７時～９時30分

〇健診会場：町民会館

○申込期間：平成26年１月14日～24日までにお電話にて申し込み下さい（今年度最終健診となります）。

問 い　 合 わ　 せ　 先

北海道後期高齢者医療広域連合
†011－290－5601

保健福祉課 健康医療グループ
後期高齢者医療担当
†76－2151(内線229)

集団健診の日程は下記のとおりですが、個人健診として津別病院でも健診が受けられます。

ご予約は、病院に直接申し込み願います。
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小型電子電気機器
ＣＤ・ＭＤ・ＭＰ３プレイヤー、デジタルカ

メラ、ビデオカメラ、ＤＶＤデッキ、ゲーム

機、電卓、ＥＴＣ、カーナビ、カーテレビ、

カーオーディオ、インターホン、携帯電話、

電話機、ファクシミリ、電子手帳、電子辞書、

携帯ラジオ、ＧＰＳ関係装置、トランシーバ

ー、小型液晶テレビ（携帯型、浴室用の埋め

込み型）、チューナー（デジタル・ＣＡＴＶ）、

無線ＬＡＮ、電話端末（モデムなど）、パソコ

ン部品、パソコン周辺機器、外

付け・内臓ＨＤドライブ、ＣＤ

ドライブ、ＤＶＤドライブ、カ

ードリーダー、ワープロなど

電子電気機器 付属品
充電器、ＡＣアダプター、通信ケーブル、接続

コード、ゲームソフト、リモコン、小型ヘッド

ホン、イヤホン、各種メモリー（ＵＳＢメモリ、

コンパクトフラッシュ、スマートメディア、Ｓ

Ｄカード、メモリースティック）など

番窓口10○申込み先：保健福祉課健康推進担当 †76－2151 (内線231・232・332)


